
平成30年5月8日
会津若松市長　室井　照平

業務名：県立病院跡地利活用基本構想策定支援業務委託

質疑№ 該当箇所 質問事項 回答

1
プロポーザル募
集要項　2頁　３
参加資格要件等

　参加できるのは単体企
業のみなのでしょうか。
　それとも設計共同体
（ＪＶ）での参加も可能
でしょうか。

　本プロポーザルは、市入札参加資格者名
簿に登録されている単体企業の参加を想定
していることから、ＪＶの参加は認められ
ません。
　なお、受託者が、本業務の一部（主たる
部分を除く。）について、市の許可を得た
上で再委託を行うことは可能です。

2

プロポーザル募
集要項　2頁　３
参加資格要件等

プロポーザル募
集要項　4頁　８
提案書の作成方
法　（１）提出
書類

　会社の資格・登録及び
技術者の資格・実績等を
証明する書類の提出は不
要でしょうか。
　提出が必要な場合は、
副本分については会社名
が分からないように黒塗
り等をして提出すべきで
しょうか。

　会社の資格・登録及び技術者の資格・実
績等を証明する書類については、プロポー
ザル募集要項5頁2行目に記載している通
り、「要求する内容以外の書類や図面等は
受理しない」ため、提出しないでくださ
い。
　なお、選考委員会における受託候補者の
選定後、市は受託候補者の資格要件の有無
を確認し、資格を満たしている場合に受託
候補者として決定します。
　プロポーザル募集要項2頁４失格条項②
に規定するとおり、「提案書その他提出書
類に虚偽の記載をした場合」には失格に該
当することから、受託候補者の資格を取り
消し、審査結果が次点の者が受託候補者の
資格を取得することとなります。

3
仕様書 4頁 ５
業務の実施条件
（５）業務報告

　現時点で想定されてい
る業務報告の目的、回
数、場所、対象等につい
て、可能な範囲でご教示
ください。

　業務報告については、提案された業務の
手法及び内容、スケジュールにより異なる
と思料しますが、概ね以下の通り想定して
います。
目的：本業務の進行管理や次年度事業の計
画立案及び予算措置等を行うため
回数：概ね毎月１回程度
場所・手段：メールでの電子媒体の提出、
又は、会津若松市役所内での面談
対象：業務を担当する職員

質疑一覧
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4

別紙様式６　実
施体制書

プロポーザル募
集要項　4頁　８
提案書の作成方
法　（２）提出
部数

　提案者のグループ会社
と連携して業務を遂行す
る場合、当該グループ会
社の従事者は、従事予定
者に含んでよろしいで
しょうか。または、再委
託先として取り扱うべき
でしょうか。
　また、再委託先として
取り扱う場合、副本及び
電子媒体にグループ会社
の名称等を記載すること
は、「提案者が判別でき
る文字・ロゴ等」には該
当しないという認識でよ
ろしでしょうか。

　いわゆるグループ会社については、内部
の従事者ではなく、再委託先として取り扱
います。
　また、別紙様式６の再委託先にグループ
会社の名称を記載することは、「提案者名
が判別できる文字・ロゴ等」には該当しま
せん。
　ただし、再委託先がグループ会社である
ことを表記又は発言することは、提案者の
特定につながるおそれがあり、募集要項
2頁　４失格条項⑤又は⑥に該当すると判
断された場合は、失格となります。

5
プロポーザル募
集要項　2頁　３
参加資格要件等

　「①会津若松市競争入
札参加資格及び審査等に
関する規程（平成16年会
津若松市告示第90号）第
５条の規定に基づき作成
した名簿（以下「資格者
名簿」という。）に登録
されていること。」とあ
るが、契約締結日までに
この用件を満たしておけ
ばよいのでしょうか。あ
るいは、提出期限の日の
時点で、登録されていな
ければ参加資格要件なし
とみなされるのでしょう
か。

　プロポーザル募集要項　2頁　３参加資
格要件等　柱書きに記載のとおり、「参加
意向申出書の提出期限の日から契約締結ま
での間」、①から⑥までを充足していない
場合には、参加資格要件がありません。
　そのため、参加意向申出書の提出期限の
日の時点で資格者名簿に登録されていなけ
れば、参加資格要件を充足していないと判
断します。

6

プロポーザル募
集要項　4頁　８
提案書の作成方
法　（１）提出
書類　⑦企画提
案書（任意様
式）

　「基本構想（素案）の
概要」とありますが、ど
の程度のレベル感を求め
ているのでしょうか。基
本構想の目次案までなの
か、それぞれの目次案に
沿った概要の記述までな
のか、ご教示いただけれ
ば幸いです。

　プロポーザル審査基準　3頁　評価基準
⑥基本構想（素案）の概要の審査基準の欄
により審査しますので、これを判断できる
記述としてください。

7

仕様書 4頁 ５
業務の実施条件
（２）計画書・
報告書等

　計画書とは基本構想書
のことをさしているので
しょうか。

　ここでいう計画書は、業務の実施に係る
計画書を指しており、基本構想（素案）で
はありません。
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8

プロポーザル様
式集　別紙様式
６　実施体制書
２従事予定者の
経歴

　「業務概要／受託者の
役割」とありますが、
「受託者の役割」とはど
のようなことを記載すれ
ば良いのでしょうか。
　ＪＶで受注した業務の
場合に、どのような業務
を担当したかを記載すれ
ばよろしいのでしょう
か。

　類似業務に含まれるすべての業務の概要
を「業務概要」の欄に記述し、そのうち貴
社が自ら実施した業務等を「受託者の役
割」の欄に記述してください。
　この記述では、ＪＶで受託した場合や一
部の業務が再委託されている場合に、貴社
が果たした役割を把握することを目的とし
ています。

9
様式集　別紙様
式５　業務実績
調書

　１枚に１件記入すると
いうことですが、提出は
１枚に限定されているの
でしょうか。

　別紙様式５欄外の備考に示したとおり、
本様式には、過去５年間の間において完了
済みの業務実績の中から、官民連携可能性
調査をはじめとして、本業務と類似性が高
く本業務の遂行に見合ったものを、１件記
載してください。
　なお、１件であれば、１枚に収まらず２
枚以上になった場合でも失格にはなりませ
んが、２件以上記載した場合には、プロ
ポーザル募集要項　2頁　４失格条項　①
に該当するため、失格となります。

10
様式集　別紙様
式３　見積り明
細書

　一般管理費の他に「間
接原価」の欄がございま
すが、例えば、どのよう
な費用を想定しています
か。
　また、弊社で想定がな
い場合には、この項目は
削除してもよろしいで
しょうか。

　国土交通省「設計業務等標準積算基準
書」を参照してください。
　なお、別紙様式３欄外の備考に示したと
おり、欄の追加・変更・削除は、適宜、
行ってください。

11

プロポーザル募
集要項　4頁　８
提案書の作成方
法　（３）提案
書作成上の注意
点

　「Ａ４版縦」とありま
すが、「業務のスケ
ジュール」（１枚）につ
きまして、「Ａ４版横」
をお認めいただくことは
可能でしょうか。

　「業務のスケジュール」（１枚）につい
ては、「Ａ４版横」を認めることとしま
す。

12

プロポーザル募
集要項　4頁　８
提案書の作成方
法　（３）提案
書作成上の注意
点

　「提出書類は、Ａ４判
縦、片面、横書きとし、
文字は原則11ポイント以
上とすること」とありま
すが、挿絵や図内の文字
については適宜見やすく
作成すればポイント数に
しばられないと考えてよ
ろしいでしょうか。

　お見込みの通りです。
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13
プロポーザル募
集要項　2頁　３
参加資格要件等

　弊社が本プロポーザル
へ参加又は業務を受託す
ることによって、将来、
当該利活用事業において
新たな業務(設計監理業
務や事業パートナーの募
集等)の公募が行われた
場合、弊社又は弊社と資
本関係（親会社・子会社
の関係等）のある法人
が、新たな業務の公募へ
参加（応札）することを
妨げる要件となり得ます
でしょうか。

　公募条件等など官民連携事業の具体的な
手法については、本業務による官民連携の
導入・実現可能性を含めた基本構想の策定
並びにその後の検討を通して決定していく
ことになるため、現時点においては未定で
す。

14

仕様書　4頁　５
業務の実施条件
（３）本業務の
遂行

　基本構想策定支援業務
における発注者様との協
議打合せや定例等の開催
頻度に指定はありますで
しょうか。（ex.最低○
回／月 等）

　協議打合せや定例会議等の開催頻度に指
定はありません。

15
様式集　別紙様
式３　見積り明
細書

　単価の設定は任意で
しょうか。指定された基
準等があればご教示頂け
れば幸いです。

　単価の指定はありません。

16
様式集　別紙様
式６　実施体制
書　３業務分担

　再委託先を未定として
提出することは可能で
しょうか。また業務受託
後、実施体制書に記載し
なかった業者に対して業
務を委託することは可能
でしょうか。

　再委託先を未定として提出することは禁
じていませんが、プロポーザル審査基準で
示したとおり、「再委託先がある場合、再
委託先の起用目的が明確で、本業務の遂行
に見合った技術等を有しているか」につい
て、審査対象となります。
　なお、実施体制書に記載しなかった業者
であっても、市がその必要性を認め、これ
を許可した場合には、本業務の一部（主た
る部分を除く。）を再委託することは可能
です。

17
様式集　別紙様
式６　実施体制
書　３業務分担

　業務の再委託を受ける
ことによって、将来、当
該利活用事業において新
たな業務(設計監理業務
や事業パートナーの募集
等)の公募が行われた場
合、業務の再委託を受け
た法人が新たな業務の公
募へ参加（応札）するこ
とを妨げる要件となり得
ますでしょうか。

　質疑№13に同じです。

18
仕様書　1頁　３
業務の対象等

　県有地の取得に際し、
用途の制約など課されて
いる条件があれば教えて
ください。

　現在、情報はありません。


